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議案第７０号

福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営の基準等を定める条例

の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正に

鑑み，基準該当生活介護について対象を拡大する等の必要があるによる。

福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営の基準等を定める条例

の一部を改正する条例

　福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営の基準等を定める条例（平

成２４年福岡市条例第５７号）の一部を次のように改正する。

　第５２条第８項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に，「第６条の２第３項」を

「第６条の２の２第３項」に改める。

　第９８条の見出し中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介

護事業所等」に改め，同条中「以下同じ。）が」を「第１１２条第１号において同じ。）又は指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準第８８条第１項に規定する

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。第１１２条第１号において同じ。）が」に改め，

「指定小規模多機能型居宅介護をいう。」の次に「第１１２条第１号において同じ。）又は指定看

護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第８７条に規定する指定看護小規模

多機能型居宅介護をいう。第１１２条第１号において同じ。」を，「第４４条第２項」の次に「又は

第８８条第２項の規定に基づく規則」を加え，「以下同じ。）を基準該当生活介護事業所」を「）

又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第８８条第１項に

規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅
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介護事業所等」という。）を基準該当生活介護事業所」に，「当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所については」を「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については」に改め，同

条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所

等」に改め，「第４４条第１項」の次に「又は第８８条第２項の規定に基づく規則」を加え，「２５

人」を「２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス

基準第４２条第２項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下

同じ。）にあっては，１８人）」に改め，同条第２号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」

を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め，「１５人」の次に「（登録定員が２５人を超

える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては，登録定員に応じて，次の表に定める

利用定員，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，１２人）」を加え，同

号に次の表を加える。

登　録　定　員 利　用　定　員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

　第９８条第３号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護

事業所等」に改め，「第４５条第１項」の次に「又は第９２条第１項」を加え，同条第４号中「指

定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め，「規

則」の次に「又は指定地域密着型サービス基準第８８条第１項及び同条第２項の規定に基づく

規則」を加える。

　第１１２条の見出し中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介

護事業所等」に改め，同条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」の次に「又は指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者」を加え，「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を

「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め，「対して指定小規模多機能型居宅介護」の

次に「又は指定看護小規模多機能型居宅介護」を，「第４４条第２項」の次に「又は第８８条第２

項の規定に基づく規則」を加え，同条第２号中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「指

定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め，「９人」の次に「（サテライト型指定小規模多
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機能型居宅介護事業所にあっては，６人）」を加え，同条第３号中「指定小規模多機能型居宅

介護事業所」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め，「第４５条第１項」の次に

「又は第９２条第１項」を加える。

　附則第４項中「引き続き」の次に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準及び厚

生労働省関係構造改革特別区域法第３４条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関

する措置を定める省令の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第５号）による改正前

の」を加える。

　附則第１５項及び第１６項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３月３１日」に改める。

　　　附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。




